
京都市告示第   号 

 生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」

という。）による医療支援給付のための医療及び施術を担当する機関から，生活保護法第 

５０条の２（中国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の

規定による事業の廃止等の届出がありました。 

  平成２８年７月１４日 

京都市長 門川大作   

医療機関廃止 

名   称 所   在   地  廃止年月日 

大和診療所 中京区烏丸御池下る虎屋町５７７－２ 

太陽生命御池ビル７，８，９階 

平成 27 年 7 月

31日 

医療法人 嘉ノ海外科

医院 

伏見区京町北七丁目１４番地 平成 28 年 3 月

31日 

平井歯科ちかデンタル

クリニック 

伏見区桃山町金森出雲１番地５３ 平成 28 年 4 月

30日 

桂西口安藤歯科診療所 西京区川島有栖川５０－１ 

桂西口駅前ビル２Ｆ 

平成 28 年 5 月

17日 

かおる薬局 山科区東野北井ノ上町２番地の１ 平成 28 年 6 月

30日 

 

医療機関休止 

名   称 所   在   地  休止年月日 

呼吸器科 川合医院 北区小山北大野町４３の３ 平成 28 年 5 月

10日 

いしだ小児科医院 伏見区石田大山町７の１４ 平成 28 年 5 月

21日 

 

 

 

 

２３３



医療機関再開 

名   称 所   在   地  再開年月日 

呼吸器科 川合医院 北区小山北大野町４３の３ 平成 28 年 5 月

30日 

いしだ小児科医院 伏見区石田大山町７の１４ 平成 28 年 6 月

13日 

 

医療機関所在地変更 

名称 変更前所在地 変更後所在地 変更年月日 

訪問看護ステーション

にしお 

右京区太秦西野町 

１５番地３５ 

右京区太秦西野町１５

番地１０ 

平成 28年 2月 

1日 

 

施術所所在地変更 

施術者の氏名 変更前所在地 変更後所在地 施術所の名称 変更年月日 

清水 賢治 下京区四条大宮町

２５－２ プレサ

ンスロジュ四条大

宮駅前８０４ 

右京区太秦辻ケ本

町３２－４１ 

あおいリハビリは

りきゅう院 

平成 28年 7月 

1日 

 

施術所名称変更 

施術者の氏名 所在地 変更前施術所名称 変更後施術所名称 変更年月日 

石田 靖博 左京区山端壱町田

町８－５１ 

修学院駅前整骨院 HIGHERWING

整骨院 

平成28年5月

11日 

  （保健福祉局生活福祉部地域福祉課） 


